
児童クラブ補助員募集要項 

児童クラブとは、保護者が仕事などにより昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授

業の終了後などに適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成と安全な居場所の提供を図る

とともに、保護者の仕事と子育ての両立を支援することを主な目的とします。 

〇業務内容 

児童クラブにおける保育業務、児童クラブ運営に関する事務・環境整備、保護者対応など 

〇就業場所 

かみのせき児童クラブ（上関小学校体育館） 

〇任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

勤務実績に応じて翌年度以降も公募によらず再度任用する場合があります。 

〇応募要件 

・児童の健全育成に興味のある方で、必要な子育て支援員研修を受けることができる人 

・資格は必要ありません 

〇勤務条件 

・勤務日数：週１～５日 

・始業、終業時間：学校の下校時間から 18:30 

         長期休業中は 7:30～18:30 

・週休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始、お盆等 

・休暇：上関町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則に基づく 

・報酬額：時間額 1,292 円 

・通勤手当： 

 

 

・社会保険（健康保険・厚生年金保険）・雇用保険：勤務時間により加入 

距 離 日 額 距 離 日 額 

0～2km 0 円  6～10km 304 円 

2～4km 95 円 10～14km 409 円 

4～6km 200 円 14km～ 514 円 



・その他特記事項：スポーツ保険に加入 

〇申し込み方法 

所定の上関町会計年度任用職員登録申込書を提出 

〇選考方法 

個人面接 

〇応募にあたっての注意 

・地方公務員法第 16 条に該当する以下の人は応募できません。 

 １ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

３ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ

の他の団体を結成し、又はこれに加入する人 

・会計年度任用職員は、地方公務員法第 22 条第１項に規定する一般職の地方公務員であり、地方

公務員の服務に関する規定（※）が適用されます。 

※地方公務員法の服務に関する規定について 

  ・服務の根本基準（法第 30 条）：職員は、全体の奉仕者として、法令、条例、規則等に従い、かつ、職務上の命令に

忠実に従わなければならない 

  ・服務の宣誓（法第 31 条）：採用時に服務の宣誓を行う義務 

  ・法令等及び職務上の命令に従う義務 

  ・信用失墜行為の禁止（法第 33 条）：職の信用を傷つけたり、職員全体の不名誉となる行為をしてはならない 

  ・守秘義務（法第 34 条）：職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、退職後も同様 

  ・職務専念義務（法第 35 条）：勤務時間と注意力の全てを職務遂行のために用いなければならない 

  ・政治的行為の制限（法第 36 条）：特定の政治的行為が制限される 

  ・争議行為等の禁止（法第 37 条）：ストライキなどの争議行為は禁止されている 

 

・選考に関する申込書類等は返却しません。 

・給与については、一般職員の給与改定の動向等により、変動する可能性があります。 



・募集内容についても、今後の予算編成の状況に応じて変更する可能性があります。 

・登録された方全員を対象に選考を行った上で任用者を決定しますので、登録をした場合でも採用

のない場合があります。予めご了承ください。 


